
高等学校改革プラン推進委員会全体説明会 

 

1 日時 平成17年 5月 29日（日）午後1時 00分～午後1時 50分 

 

2 長野県庁 議会棟 講堂 

 

3 出席委員 51名 

 

4 開会 

（森田主任企画員） 

 皆さまこんにちは。皆さま方には本日は休日で、大変お忙しい中ご出席をいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 ただ今から、高等学校改革プラン推進委員会全体説明会を開催させていただきます。 

 私は、司会を務めさせていただきます高校教育課の主任企画員の森田と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 本日の予定でございますが、ただ今から1時 50分ころまで講堂にて、全体説明会とさせ

ていただきます。事務局からご説明もうしあげます。 

その後会場を西庁舎に移しまして、2 時ごろからそれぞれの地域ごとに第 1 回目の推進

委員会を開催させていただきます。終了は午後4時ころを予定しておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 あらかじめお願いを申し上げます。この全体説明会は、各推進委員会で十分に議論の時

間をかけていただくために質問時間を設けておりませんので、その点ご理解いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第によって進めさせていただきます。 

 最初に、松澤教育長職務代理者からごあいさつ申し上げます。 

 

（松澤教育長職務代理者） 

 皆さん、こんにちは。 

 ご紹介いただきました、教育長職務代理者の松澤と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

本日は、お忙しい中、また休日にもかかわらずご出席いただきまして、まことにありが

とうございます。皆さま方に、この度設置いたしました、高等学校改革プラン推進委員会

の委員就任をご承引いただきまして、心より感謝申し上げる次第でございます。本来でご

ざいますと、お一人お一人にご委嘱状をお渡ししなければならないわけですが、時間の関

係もございますので、恐縮でございますが、皆さまの机上に委嘱状を置かせていただきま

した。それぞれの皆さまに「高等学校改革プラン推進委員会」の委員を語彙食申し上げま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、今日、中学校をご卒業する生徒のほとんどが、高等学校で就学する際、入学する

生徒の興味関心、学習規模、進路指導が一層多様になってきているところでございます。 
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今回、検討委員会からいただきました最終報告書の中にも、次のような記述がございま

す。「多様な、ニーズに応える教育を用意するには高校間連携を深めたり、高校と地域コミ

ュニティとの連携を深めたりしながら、高校教育の柔軟さが必要になります。また青少年

のライフスタイルの変化や、これを考える環境を整えるには、高校教育の多様化を進める

ことも大切だ」と書かれております。高校教育の柔軟さと多様化というのが、高校改革を

見据える上でのひとつのキーワードになっているところでございます。 

 近年、社会のグローバル化、情報化、社会構造の急速かつ大きな変化や価値観の多様化

に伴いまして、学校教育に対する要請や、これまでになく、多様性、高度なものになって

いくということがございます。 

こうした社会の変化が進む中で、総合学科の設置や、単位制高等学校の設置など全体的

に多様化や個性化を支援とする、高等学校改革が進められています。全国的にも、多様化

や個性化を理念とする高等学校改革が進められてきております。 

本県におきましても、こうした制度の学習ニーズに応えられるような「魅力ある学校づ

くり」が課題になっているわけでございます。 

 高等学校の魅力づくりに関しましては、最終報告書に、「連携型高校」、「総合選択制高校」、

「ジョイント高校」、「中高一貫教育校」、あるいは全国募集の高校などといった、さまざま

なアイデアを提起されております。こういったことを参考にして、地域とって、行きたい

と思う学校になりますよう、高等学校の魅力づくりというものを推進していきたいと考え

ていることでございます。 

 現在、直面しているもう一つの大きな課題といたしまして、高等学校再編整備の問題で

ございます。このことにつきましては、少子化と日本の社会、全国的に大きな課題となっ

ているようでございます。 

本県におきましても、それがございまして、県内の中学校卒業者数が平成2年のおよそ

3万 5,000 人をピークに減少を続けております。今年度は、ピーク時のおよそ65％になっ

ております。この傾向はさらに続きまして、平成 31 年にピーク時のおよそ 55％。1 万 9

千人程度の生徒となることが見込まれるわけでございます。 

 一方本県の公立高校数は昭和61年に90校になり、それ以降現在まで90校体制を維持し

ておりまして、今後もこの体制が続きますと学校の小規模化はさらに進行し、高校教育活

動のさまざまな面でマイナスの影響を与えていくのではないかと懸念されるところでござ

います。 

これから、大人としてそれぞれの道を進む生徒にとって高校世代は同世代の仲間との共

同生活を通じて人間性や社会性などを養い、豊かな心と健やかな体をはぐくむことが大切

なのでございますが、そのためにある程度の学校規模を確保し、質の高い教育を提供でき

るよう、さまざまな面で配慮していくことが大切だと考えているところでございます。 

 そうしたことを考えますと、高等学校の再編についての課題は、避けて通れない課題と

なっているわけでございます。 

 以上、大きく２点について申し上げましたが、推進委員会の県の具体的な検討依頼事項

につきましては後ほど担当者からご説明を申し上げたい思います。 

それぞれの推進委員会におきましては、検討委員会の最終報告を踏まえまして、新しい

時代の高校教育の具体的な形をつくっていくための建設的な議論が展開されますことをご
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期待申し上げるとともに、将来にわたって県民の皆さまからの期待に応えられる魅力ある

学校づくりと、高等学校の再編整備につきまして、幅広い視点から忌憚（きたん）のない

ご意見をいただきますよう、お願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

（森田主任企画員） 

 続きまして、教育委員会の事務局をご紹介したいと思います。 

 ただ今ごあいさつさせていただきました、松澤睦司教育長職務代理。 

 

（松澤教育長職務代理） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 米澤修一教育次長 

 

（米澤教育次長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 吉江速人高校教育課長。 

 

（吉江高校教育課長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 宮下清一教育振興課長。 

 

（宮下教育振興課長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 野池明登義務教育課長。 

 

（野池義務教育課長） 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

（森田主任企画員） 

 後藤正幸参事兼教学指導課長。 
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（後藤参事兼教学指導課長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 篠原秀郷高校教育課教育幹 

 

（篠原高校教育課教育幹） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 柳澤厚高校教育課教育主幹。 

 

（柳澤高校教育課教育主幹） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 野村貫之高校教育課主幹教育支援主事。 

 

（野村高校教育課主幹教育支援主事） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 植松武昭高校教育課主任教育支援主事。 

 

（植松高校教育課主任教育支援主事） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（森田主任企画員） 

 西牧守高校教育課主任教育支援主事。 

 

（西牧高校教育課主任教育支援主事） 

 よろしくお願いします。 

 

（森田主任企画員） 

 以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは続きまして、高等学校改革プラン推進委員会への検討依頼事項等につきまして、

吉江高校課長から説明申し上げます。 
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5 資料説明 

（吉江高校課長） 

 ご紹介いただきました、高校教育課長の吉江速人でございます。 

 本日は、本当に大変お忙しい中を各委員さんがそれぞれお集まりいただきありがとうご

ざいます。 

 今回、この5月 29日に第1回目の委員会ということで開催させていただきまして、加え

ましてこのような形で、全体会議ということで、開催させていただきました。 

私どもが今考えておりますのは、私も述べさせていただきますけれども、それぞれの委

員さんにおかれましては、4 通学区ごとにお願いしてございますので、こういうような形

での全体会議というようなものは、想定としては今後想定はしてございません。今後、各

地域でそれぞれの地域のより近い場所で開催をお願いしてまいりたいと考えている次第で

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、それぞれお配り申し上げております、資料に沿いまして、私のほうか

ら30分ほどかけさせていただきまして、ご説明を申し上げさせていただきます。 

はじめに、資料の確認をお願いしたいと思います。説明次第というものの後に、資料 1

から資料6までそれぞれお配りしてあるかと思います。一番最後に、県庁舎の案内図とい

うようなものがお配りされているかと思いますけれども、まず最初にない資料がございま

したら、おっしゃっていただければご用意いたします。それでは資料に沿って説明をさせ

ていただきます。 

 まず、資料1はこれは検討委員会の最終報告でございますが、これにつきましては、ち

ょっと後ほどふれさせていただきますから、まずは飛ばさせてさせていただきまして、資

料2に、今回お願いいただきました推進委員会の委員さん方の名簿でございます。たぶん、

こういう内容ごとに14名の方から構成されておりまして、総数でまいりますと56名の方

が、このたびお願いした次第でございます。 

また、資料3をお願いしたいと思いますが、資料3につきましては、今回お願いいたし

ました、推進委員の皆さま方の、いわゆる委員会の設置要綱でございます。 

 それで、今回は、皆さま方にはその設置要綱の第3条に基づきまして、委嘱をお願いし

た次第でございます。また、所掌事項ということで、今後委員会におきまして、それぞれ

議論していただくべき内容につきましては、第2条に決めてございます。この第2条に基

づきましては、また出てまいりますし、ふれさせていただきますが、項目といたしまして

は第2にあります、魅力ある高等学校づくり、（2）にございますように、「報告書にある「総

数の決定基準」に基づく、県立高等学校の再編整備に関する事項」さらに、（3）にござい

ます『「総合学科高校」及び「多部制・単位制高校」の配置に関する事項』、さらには（4）

にありますように「その他各号に関連する事項」というものがございまして、それに基づ

きましてそれぞれの地域ごとにご議論をいただきたいと思っている次第でございます。 

 続きまして資料4を、ごらんいただきたいと思います。 

 資料4は今し方読ませていただきました、第2条の所掌事項に基づく詳細の内容でござ

います。それにつきまして、今後各委員会におきまして、いろいろな形でのご議論をいた
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だきたいと思っているのでございますが、表題にございますように、いわゆる検討依頼事

項ということで、1としてはたまたまごらんいただきました2条と連動してまいりますが、

魅力ある高等学校づくりの関する事項ということで、連携型高校とか、あるいはジョイン

ト高校とかさらには、中高一貫高校等々、いろいろな提案をいただいておりますので、そ

の設置の可能性や報告書に記載してある、さまざまな魅力づくりというようなものを参考

にいたしまして、それぞれの魅力づくりをご議論いただきたいと思います。 

 それで続きまして、2 といたしましては総数決定基準に基づく、再編整備に関する事項

ということで、これは検討にあたっての大枠ルールというものを記載させていただいてお

りますが、これは後ほど報告書に出てまいりますので、報告に出てくるイメージがそのま

まここに記載されているということでご理解いただきたいと思います。 

学校数の目安ということで、去る 5 月 13 日の教育委員会の定例会におきまして、おお

むね 76 ということで提案をいただきました、報告書に基づいて、それぞれの現在の第 1

通学区から第4通学区までの、学校の数、再編後はこのような数になろういうようなもの

を記載させていただいております。 

 なお76と申し上げましたが、いわゆる公立高等学校というとらえ方で議論をいただいて

おりますので、その中には第1通学区におきます、長野皐月高校、これは長野市立でござ

いますので、当然ながらこの部分につきましては、私ども県立高校の対処では議論すべき

学校ではございませんので、それをかっこ書きで記載させていただいております。 

 また多部制・単位制高校につきまして、それぞれの通学区ごとに1校ずつ設立していっ

たらというような報告をいただいておりますので、それもお示しさせていただいている次

第でございます。 

 続きまして、(2)といたしましては、標準目標値として1学年に6学級ということで、こ

れは新たな学校を設置するような場合には、6 学級いうようなものが望ましいが、転換の

基礎とする既設高校の規模や立地条件に応じて、柔軟に考えるべきだというような報告を

いただいておりますので、まずはその報告を重視しての1学年6学級というようなものも、

あると考えております。さらには、（3）にございますように、下限規模としての 1 学年 2

学級ということで、交通の利便性や、立地条件等、特別な事情がある学校の場合にも、充

実した青少年教育を保障する観点から、さまざまな方法等によりまして、下限規模を1学

年2学級というふうにして、それを下回らないでいこうというようなご提案をちょうだい

しておりますので、その項目についても併せてお願いしたいと思います。 

 なお、その他の配慮するべき事項ということで、ここに述べさせていただいているよう

なものを、それぞれ考慮していただきながら、いろいろな議論を展開していただけると考

える次第でございます。 

 また、大きな３といたしまして、総合学科高校、多部制・単位制高校の再編に関する事

項ということで、この2つの形態につきましては、各通学区にそれぞれ1校ずつ開設する

のが望ましいというようなご発言をいただいておりますので、それぞれを1校ずつ解開設

することが望ましいというご提案をいただいておりますので、それぞれを1校づつ設置す

るという前提でぜひ、ご検討をいただきたいと思います。 

さらに総合学科高校及び多部制・単位制高校につきましては、現在ある全日制の高等学

校の、いわゆる既設の学校を転換するということで配置をご検討いただきたいと考えてい
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る次第でございます。 

  現時点におきまして、まったく新しい学校としまして多部制・単位制高校なり、あるい

は総合学科高校を設置するというのは、現実的にはなかなか厳しい状況でございますので、

今ある学校をこういうような形で転換いただくということでぜひ考えていただきたいとい

う次第です。 

またそれにあたりましては、通学圏域が広範囲になるというようなことも含めて検討い

ただきまして、さらに多部制・単位制につきましては、通学圏域内における定時制の配置

についてというようなものも改めて解決していただければと考える次第でございます。 

 4 としまして「その他、上記に関する事項」といたしまして、地域教育プラットフォー

ムとか、あるいは地域からの学校支援など、あるいは学校運営等につきまして、いろいろ

ご提案いただいておりますので、それにつきましてそれぞれ合わせてご検討いただければ

と考えている次第であります。 

 続きまして、資料5でございます。 

 資料5は、これまでの高校改革プランにかかわる今までの経過と、さらには今後のスケ

ジュールについて記載させていただいております。 

ごらんいただけますように、平成 15 年度におきましては、私ども教育委員会の事務局

内に、ワーキンググループというようなものを立ち上げまして、いろいろな検討を重ねて

まいりました。その上で、その下にございます1月の欄にございますように、高等学校改

革プラン検討委員会というものを設置いたしまして、この1月から、16年度の3月まで掛

けて、1年 3カ月にわたりまして議論をいただいた次第であります。 

また平成 16 年度には、先ほど申し上げました検討委員会での途中の検討の過程につき

まして、中間まとめの報告をしたり、あるいはプランの懇話会を設置いたしまして、最終

的にここに記載いたしましたように、17 年の 3 月 29 日に高等学校改革プラン検討委員会

の最終報告の提出をちょうだいした次第でございます。 

 それを受けまして、17年に入りまして4月に、先ほど見ていただきました、改革プラン

の推進委員さんの設置要綱を教育委員会の定例会におきましてご検討いただきまして、ち

ょうど本日までの間に、それぞれの委員さんのご選考をさせていただいて、本日設置とい

う形になった次第でございます。 

 それで、今後のスケジュールにつきましては、□枠の中にございますように、推進委員

会を今後は来月2回目以降は各地域におきまして、一月に1回ないし2回ずつ開催いたし

たいと考えております。 

また検討部分につきましては、先ほどご説明したような内容でございまして、それで月

の欄のところの、12月というところを（ ）の記載をさせていただいておりますが、私ど

もといたしますと、できれば本日からお願いいたします推進委員会におきまして、いろい

ろな議論を展開していただきながら、おおむね今年末の12月ごろに県教委といたしまして、

それぞれの委員会からご報告をいただければ、大変ありがたいと考えおります。 

 ただ、ここで（ ）で記載させていただきましたように、これからそれぞれの推進委員

さんが議論をしていただく中で、当然開催する日時も含めて、いろいろ変わってくるかと

いう、本日はそういうことで、第1回ということで開催させていただきましたが、今後は

それぞれの地域が開催のときも回数も違う中で、議論を若干なりとも前後されるというこ
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とは、当然想定されることでございます。そんなことから、おおむね12月とは申し上げて

おりますけれども、場合によりますと1月に入ってということもあろうかと思っておりま

すが、気持ちといたしましては、その近辺にご報告をちょうだいすれば大変ありがたいと

考えている次第でございます。 

 その報告を受けまして、私どものほうで、事務局サイドとしまして、実施計画の案を作

成してまいりまして、最終的には、ここに記載されておりますように、3 月に改革プラン

の実施計画書ということを県教育委員会の定例会におきまして、決定をしまして、それで

18 年度以降その計画に基づいて実施に移してまいりたいと考えている次第でございます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして資料の6でございます。これは実は、お手許にございます最終報告書の中に

も入っている資料でございますが、若干バラでごらんいただいたほうがよろしいかと思い

まして、ご用意させていただきました。 

ここにあります、赤い折れ線グラフはそれぞれの年によっての入学者の数でございます。

それと、青い棒グラフはそれぞれの年によっています公立高等学校の数でございます。そ

れで、17年度以降は未確定の部分もありますので、この部分につきましては、棒グラフに

させていただいているわけですが、ここでごらんいただきますと、先ほど松澤教育長職務

代理のほうからもごあいさつの中で申し上げましたように、長野県におきましては昭和56

年、57年以降の生徒急増期におきまして、その急増する生徒に対応すべく、公立学校の数

を増やしてまいりました。 

 例えば 56 年、57 年と、まず 57 年に 85 校あったものを、87 校、88 校、89 校、90 校と

いうことで増やしてまいりまして、その90校体制で、今も続いております。それに対しま

して、その後90校体制になってから、数年後に平成元年、平成2年に向けて入学者のピー

クを迎えます。それでそのピークにも後、急激な減少に転じております。その急激な減少

の中でこのまままいりますと、さらに減少が続いてまいりますので、ぜひこの時点におい

て、若干落とすというような、ご指摘もいただいておりますが、公立学校の全体数につい

て見直してまいりたいと考えている次第でございます。 

 先ほどもございましたが、現在平成 16 年で見ますと、ほぼ 65％近くになっていますの

で、それでこれがそのままでいくことにしますと、入学者の数で考えますと、31年が1万

5,000 人ということで、さらに落ちまして55％を切ってしまう。53％ぐらいになってしま

うということがございます。 

 それで今回私どもの最終報告でいただいたものに基づいて、今後このプランを策定申し

上げたといたしまして、恐らくこのプラン自体は、平成30、31年度以降の急激な変化には

対応できないものと考えております。ですからそのプランを策定して、それから先に 10

年後ぐらいには再度見直しをしまして、この時代の流れの中であらためて再度検討させて

いただくというような流れで考えている次第でございます。 

 そんな内容を含めまして、またあらためましてご議論をいただきたいと思います。なお、

古いデータで見ますと、昭和の25年、26年、この時点の学校設置で77、78、79というふ

うになっているので、これから増えていって現状おいては、入学者の数で見ますとほぼ同

じ状態であるというのが現状であります。そういうことを併せてご理解いただきたいと思

います。 
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 では、続きまして残りました時間というと、若干失礼だとは思いますが、最終報告につ

きまして、ご説明申し上げたいと思います。資料1をごらんいただきたいと思います。 

 こちらが平成16年の 1月から、平成17年の3月まで1年 3ヶ月間計14回の検討委員会

で委員会を開催いたしまして、その上で最終報告としておまとめをいただいた内容でござ

います。 

それでこれにつきまして、まず表紙をおめくりいただきますと、「はじめに」というも

のが出てまいります。実際のここの報告書の内容の中で、まず皆さま方にご理解をいただ

きたいのは、この報告書の上から3段目辺りに「長野県教育委員会から」というのが出て

まいります。「長野県教育委員会から、本検討委員会が依頼をうけた検討事項はふたつあり

ます」ということで、ひとつは「多様化する生徒の希望に応えることができる、魅力ある

学校づくり」で、第二は「生徒数の減少や4通学区制の実施等に対応した高等学校の適正

な規模及び配置について」でございます。ですから、私どもはこの検討委員会に対しまし

て、この2点についてご議論いただきたいと、この2点についてご報告をいただきたいと

いうことで、お願いした経過がございます。ですからある意味で、この内容自体がもうち

ょっと教育の根本にわたるべきじゃないかというようなご指摘も、存在する面はございま

すが、この2つの項目をメインにこの報告書が出ているということを、まずご理解いただ

きたいと思っています。 

 それでおめくりいただきますと目次がありますので、それは飛ばしていただきまして、

続きまして1ページが出てまいります。この1ページのⅠとして「高校教育改革の視点」

ということで、（1）として「高校教育の改善、教育開発機能の充実」、（2）としまして「県

民参加の高校づくり」、(3)として「高校教育の柔軟化と多様化」（4）として「少子社会に

おける高校教育の整備充実」、（5）としまして「ブロック単位の高校再編の検討」という5

項目が出ております。それからその5項目の点につきまして、この報告書は、また検討が

なされたということでございますので、次ページに記載してございます。 

 2ページとしましては、第1の視点でございます、「高校教育の改善、教育開発機能の充

実のために」というものがございます。それでこの中には、（1）の上から3行目にござい

ますように、「産業構造の変化、科学技術の急速な進展、国際化、情報化、少子高齢化など

社会環境の急激な変化が見られる中で、高等学校に入学してくる生徒の興味・関心や能力・

適正、希望進路等はますます多様化してきている」というような記載になってると思いま

す。 

 また、次に記載を申し上げておりますが、下のほうのアンケート調査をご覧いただきた

いと思うのですが、これは昨年度におきまして、改革プランの検討の中で県民の皆さまを

対象にアンケート調査を実施しましたが、そのアンケート調査の結果でございます。 

まずここにございますように、「長野県の高校教育の現状について、あなたのお考えに

近いものをお答えください」ということに関しては、一番左側の黒い部分でございますが、

「うまくいっている部分もあるが、改善が必要な部分もある」というようなご回答を多く

いただいております。 

また3ページでございますが、高校教育の課題ということで、「現在の高校教育で解決す

べき課題はどのようなものがありますか」という問いに対しては、「非行やモラルの低下」

というのが第1位にございまして、第2位が教職員、資質や能力の向上ということ、また
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「伸ばして欲しい生徒の資質や能力」というところで、どのような資質や能力を伸ばすこ

とができるのかという問いに対しましては「社会的な常識や礼儀をわきまえる態度」、ある

いは「職業を考えながら進路を選択できる力」というものを身に付けてほしいと。さらに

「地域や学校に望むことと」しましては、「教師の資質の向上と魅力ある授業」、あるいは

「進路が実現できるように鍛えて」というような回答もいただいております。 

また、別の調査でございますが、円グラフにございますように、いわゆる学習内容の理

解度について以前調査した経過がございます。その中には、左のほうをごらんいただきた

いのですが、理解できないほうが多いというようなことを答えられた生徒さんが35％いま

す。またこの上にありますように、理解できないという方が 6.1％で、この 2 つを合わせ

ますと 40％を超える生徒さんが授業そのものについての理解度が不足しているというよ

うな結果も出ているといます。 

 また4ページ目に【少子社会をむかえて】ということで、先ほど見ていただきました、

入学者数の推移とはちょっと違うサイドから、中学校卒業者数の推移ということで、卒業

者の数ということで、卒業者の数ということでの表を設けさせていただきいただいており

ます。これも平成 2 年を 100 として見ていただきますと、平成 16 年は 67％、それで平成

31年は55.4％ということで減少に向かっているというような状況でございます。 

 続きまして5ページをごらんいただきたいと思います。5ページの（2）としまして「学

校や地域内部からの改善を後押しするために」ということで、（2）のところに（3）の上か

ら6行目ほどをごらんいただきたいのですが、「今後、高校再編整備の中で高校改革を進め

るにあたって、その重要な手法のひとつとしてプロポーザル方式（各学校や地域から主導

的に問題解決策を提案する方法）を取り入れるなど」ということが必要になってくるので

はないかというようなご提案をちょうだいしております。 

 また（3）といたしまして、「教育の改善、教育開発機能の充実」ということでは、下か

ら2行目をごらんいただきたいのですが、「地域の住民やＮＰＯおよび産業界との協力、連

携により、学校支援のネットワークを構築し、教育開発機能も含め、学校や教職員の取組

みを後押しできるような体制づくりも求められる」というようなことも記載されていると

いう次第でございます。 

 さらに6ページには、いわゆるニートとかフリーターとかいうような問題に対して、ど

ういう対策をするべきであるかというようなことを記載されている中で（4）といたしまし

て、「地域教育プラットフォームの構築に向けて」というようなものを記載いたしておりま

す。これにつきましては7ページのイメージ図をごらんいただきたいと思うのですが、今

はこのように特に地域とかＮＰＯとか、あるいは民間企業などと連携しながら、全体で何

と言いましょうか、教育そのものについてフォローというような体制づくりというのも必

要ではないかというようなご提案をちょうだいしております。 

 続きまして、8ページには第2の視点でございます、「県民参加の高校づくりのために」

が記載されています。（1）としては「保護者、地域住民が支える高校づくりのために」と

いうことで、この中では（1）より下、上から4行目辺り①としまして、コミュニティ・ス

クールの情勢や、②としまして、構造改革特区を活用した公設民営型学校の現状というよ

うなものが記載されております。 

（2）に「コミュニティ・スクールの導入に向けて」というものがございますけれども、
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これは実は本日お集まりの方々の中に、十分なご認識をお持ちの方と、イメージがもうひ

とつわかない方といらっしゃるかと思いますけれども、実は今年度からコミュニティ・ス

クールといいまして、学校運営協議会というようなものを、先生方あるいは地域の方々が

組織して、それでその運営協議会において、学校の予算や人事や、あるいは教育等につい

て、議論していただいて、それを学校運営に反映させていこうというような形で、法律改

正がされました。それでそういうようなものを、今後導入していったらどうかというよう

なご提案をいただきました。 

今、それぞれの高等学校は学校評議員制度というのが、ひとつあります。ただ学校評議

員制度そのものは、現時点におきましては、今申し上げたようなものまで、ご提案はいた

だくとしてもっと踏み込んで、そのいただきました内容が、学校において拘束力を持って

いるような内容にはなっておりません。それをもっと拘束力を生かした内容にしていきた

いというようなものでございます。それで、これにつきましては、文部科学省の報告によ

りますと、既に全国的には県立高校なり、公立高校で6校あたりのコミュニティ・スクー

ルが運営される予定というような情報もいただいている次第でございます。 

それで、もう一つといたしましては、そこに記載がありますいわゆる公設民営型の学校

ということで、言ってしまいますと公設ということで、県立という形をとって、その代わ

り経営自体は民営ということで、民間のところにやっていただいてもどうかというような

ものが、今後の検討の材料ではなかろうかということでご提案をちょうだいしております。 

それと（3）としまして、「学校裁量権の拡大と行政の責任」ということについて、これ

につきましては、下から4行目をごらんいただきたいのですが、「学校が自主性・自律性を

持つということは、学校の裁量権が拡大するとともに、その責任も増大するということで

ある。また活動の成果を評価し、公表するというアカウンタビリティ（説明責任）が求め

られることを意味する」というようなことが書かれております。 

それから9ページにわたりまして、以下これもいろいろな形で学校が自律性や主体性を

発揮するにはどういうふうなことが必要なのかというようなことにつきましても記載され

ている次第です。 

また（4）といたしまして、「大学や企業、ＮＰＯの活力を生かす」ということで、上か

ら4行目でございますが、「大学や企業、ＮＰＯなどを活用し、彼らとの連携協力関係の中

で、生徒及び社会のニーズに対応した教育活動の展開を検討する必要である」というよう

なことで、こういうようなところも、ぜひ連携も必要であろうと、いうことが記載されて

いることでございます。 

また10ページには、「高校教育の柔軟化や多様化のために」ということで、これにつき

ましては、第3の視点になるわけですが、これにつきまして記載されております。（1）と

しましては、「生徒の生活圏のなかにおける、学びネットワークの構築」というようなこと

が書かれておりまして、（2）としまして、検討依頼事項にも出てまいりました、総合学科

高校と多部制・単位制高校の設置について記載されております。それにつきましては、一

行飛ばしていただきまして、「多様化する生徒にニーズの高い、次の2つのタイプの高校に

ついては、各通学区内にそれぞれ1校以上の配置ということが望まれる」ということで、

ぜひ総合学科と多部制・単位制につきましては、1 校ずつ設置したらどうかというご提案

をいただいています。 
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 それで総合学科高校でございますが、これは現在全国では、既に設置準備に入っている

学校も含めまして、250 校ほどが既に設置の方向で、設置するまたは設置済みでございま

す。それに対しまして長野県の場合には、塩尻志学館高校1校のみの設置という状況にと

どまっている次第でございます。そんなこともございまして、総合学科高校の次にござい

ますように、総合学科は普通科や専門学科、いわゆる専門校とは異なる概念の学科という

ような位置付けになりまして、申し上げたような塩尻志学館高校というようなものがある

わけですが、いろいろな科目を併設することによります、生徒さんのその後の進路等を形

成した上での科目設定ができると、そういうようなことで非常に注目を浴びているところ

でありまして、それにつきまして、それぞれの委員会の中で検討いただききたいと思いま

す。 

 また、多部制・単位制高校につきましても、報告書の中にいただいております。それで

この多部制・単位制高校も全国的には、かなりの数が既に独立校舎という形、いわゆる独

立校という位置付けがございますが、現在本県には独立校という意味合いでの多部制・単

位制高校は設置されておりません。それで、この多部制・単位制高校を若干コメントさせ

ていただきますと、これは広い意味で申し上げますと、全日制と定時制という言葉がある

わけなのですが、この高校は定時制のひとつのものである、という性格であるということ

をご理解いただきたいと思います。 

 ですが、しかしながら本県の定時制は、ほとんどのところが夜間定時制の位置付けにな

っておりますけれども、今後設置する多部制・単位制高校は、ここの一行目にございます

ように、午前・午後・夜間ということで、それぞれの希望する時間で、幾つかの部、多部

に分かれているということで、昼間でも通えるような形でも定時制だということでご理解

いただきたいと思います。 

現在の定時制高校というのは、本当にお集まりの方々、ご案内のように、職業をもちな

がら通学するというよりも、なかなか、様々な事情による必要性から定時制の高校なり、

に通うそういう方がいらっしゃいます。そういうような方に対しまして、いろいろな時間

帯を設定することによって、ぜひ学びの場を提供させていただきたいということから、こ

んなこともぜひ、それぞれの推進委員にご検討をお願いしたいと考えている次第でありま

す。 

 続きまして（3）としましては、「学びのネットワークを構築するための高校の整備」と

いうことで、これはイメージとすればいろいろな学校の連携型ということで、次ページに

ありますけれども、例えば連携型の県立高校とか、あるいは総合選択制高校とか、あるい

はジョイント高校とか、あるいは中高一貫教育校とか、さらにはe-Learning を活用した学

校というようなものも考えておいてはどうだということで、ご提案をちょうだいしている

次第でございます。 

 なおこの中でコメントさせていただけるとすれば、中高一貫教育校の内容が、中高一貫

教育校のこの部分の、下から3行目だと思いますが、「近隣の市町村立中学校などと教育課

程の編成や教員・生徒間交流等で連携を深めていくなどの中高一貫教育校の設置」という

ようなことも考えられるのではないかというようなことで、取り上げさせていただいてい

ます。なお、中高一貫校につきましてお話いたしますと、中高一貫校には3種類ございま

す。中等教育学校ということで、1 年から 6 年まで学ぶ学校、それから併設型と言ってお
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りまして、県立中学校を造りまして、県立中学校から県立高等学校へ一貫する形態、それ

からここに記載されているような、いわゆる連携型の市町村立の中学校から県立高等学校

へ行くような形の、連携というような形が中高一貫校としてございます。基本的にここで

は、今申し上げた中で、連携型の中高一貫校というようなことで、ご提案をいただけると

いう次第でございます。 

 それから、次といたしまして（4）に「高校教育の柔軟化への模索」ということで、それ

ぞれのいろいろなタイプの学校、向学心育成高校とか、あるいは進学対応型単位制高校と

か、あるいは総合科学技術高校とか、さらには全寮制の高校とか、全国募集の高校とか、

そういうようなことも、ひとつだとご提案をいただいています。 

 全寮制の高校について申し上げますと、上から4行目に単に学校の近くに寮を建てると

いった狭い意味ではなくて、もっと例えば地域住民とか、既設の施設とか場合によります

と、既設の民間の方々のおうちなども使った上での全寮制の高校というのも考えられるの

ではないかというような、ご提案をいただいている次第でございます。 

 それで(5)としまして、「高校以外の学校や機関との結びつきを生み出す」ということで、

いろいろことがこの報告書の中に記載されております。 

 また13ページにいきまして、（6）の「キャリアを拓く専門高校のビジョン」ということ

で、青少年教育という立場から見た場合、青少年の多様なキャリアに対応するために普通

高校も専門高校も、それぞれ重要な役割があるいうことから、14ページの【今後の在り方】

にもございますが、次のようなさまざまな観点を選択的に導入しながら、いわゆる期待に

対応できるような学校づくりというようなことが言えるのではないかということで、①か

ら⑦が記載されているという次第でございます。 

 続きまして、15ページでございます。「少子社会における高校教育の整備充実に向けて」

ということで、これは第5の視点でございますが、(1)としましては、長期プランの必要性

と長野県の特性ということで、いわゆる国の動き、長野県の動きの中でそういった、少子

化の動きは避けては通れないというような記載になっております。 

また、その下に【地勢や地理的条件に配慮する】ということで、長野県の約80％にわた

って山間部があるというような実情は考えなければいけない。 

また【標準目標としての1学年6学級】ということからは、一番下の行にもございます

ように、先ほど読み上げました、総合学科高校とか多部制・単位制高校の導入とか、そう

いうような場合にはこのような学級規模で考えていったらどうかと。ただ、そうは言いな

がらも、その次のページにございますが、これについては、下から3行目あたりですが、

実際には学校をとりまく環境条件等を勘案してそれなりに対応していくのだというような

記載がされている次第でございます。 

また、ここに記載されております人口の関係でございますが、例えばの話が日本の人口

は、この人口統計というのは、国民の人口問題研究所というところが、やったものですけ

れども、平成 18 年、2006 年がピークとなっております。それに対して、長野県の場合に

は、実は平成16年 2004年に、亡くなった方のほうが、お生まれになった方よりも増えて

きたというような段階が発生している次第でございますので、若干全国的な動きの中では

昔から言われておりますけれども、早い動きになっているのではないかと感じている次第

でございます。 
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 それで、16ページの一番下に（2）としまして、「高校システムの全体規模という視点」

ということから、【生徒数の減少と立ち後れた対応】ということで、今まで十分他の県に比

べますと、こういうような傾向が十分されてこないというようなことにつきまして、指摘

しているという内容であります。 

 また17ページにはいわゆる国の【三位一体】の改革の関係もかなりの中の影響というこ

とで三位一体の影響のところから、3 行目に書かれていますが「国からの補助・交付は、

今後、少なくなることはあっても多くなることは期待できないであろう」という中でのご

指摘がされております。 

 また18ページの【総数の決定基準】というところで、これは上から3行目のところにあ

りますが、いわゆる89校というようなことにつきましてはある程度の基準というものを基

準を示していくということを考えたということの中で1案から4案まで、当時検討委員会

において検討された案が示されまして、それで最終的に 19 ページにございますが、19 ペ

ージの(3)の上2行でございますが、5から6学級の中間値だと5.5という数字を想定する

ならば、今後の生徒数の推移から公立76校が目安となるのではないかいうようなご提言を

していただいております。 

 また（3）には「専門高校の整備とキャリア教育の充実に向けて」ということで、今後専

門高校におきまして、どういう形での、キャリア教育を進めていけばいいのか、さらには

20ページには普通高校ということで、キャリア教育ということで、普通高校よりもキャリ

ア教育というものの充実が必要であるという件もちょうだいしております。 

 また、（4）といたしましては「多部制・単位制高校と定時制、通信制の生かし方」とい

うことの中で、この多部制・単位制高校につきましては、以前私どものほうで、そこにご

ざいますように、3 行目にございますように、多部制・単位制高校の検討委員会というも

のを設けて、検討をしてきた経過があるわけなのですが、この中で検討されなかった定時

制課程の適正配置という部分というものもあるのだというふうなことが記載されてござい

ます。 

 また21ページをごらんいただきたいと思います。21ページには本来の最終報告の中で、

実は検討委員会におきまして、その後の動きについて、このページの中の審議委員会のイ

メージに表しておりますが、いわゆるプラン検討委員会が最終報告をいただいてから、そ

の後県教委としてはどういう動きで、実施計画を策定していったらどうかというようなこ

とをイメージして記載されております。 

 ここでいうところの、県教委のほうで現在お願いしている、審議機関という立場で推進

委員の皆さま方にお願いしている趣旨でございます。それで推進委員の皆さま方からいた

だいた報告を受けて実施計画を最終的に作成するということをいただいている次第でござ

います。 

またその下の【審議を進める際の基本的な考え方】でということで、ここに記載がされ

ていますように、魅力ある高校づくりから始まりまして、高校高等学校の適正な規模及び、

配置という絡みの中で、①から③にわたっての内容も含めて、検討をお願いしたいという

ようなことが記載させていただいております。 

 （2）としまして、「通学圏域のなかに多様な学びのネットワークの構築を進めるために」

ということで、【旧12通学区の意味】【4ブロックの可能性を活かして】それでまた、最後
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には前回この4月から養護学校の分教室というようなものを、県立高等学校の中に配置し

ましたが、そういったものに配慮して、今後検討をいただければどうかというようなご理

解をちょうだいしております。 

 それが23ページ、「◇おわりに◇」というところでまとまっておりまして、あとは資料

編ということで、P.1からP.20まで 19の資料が記載されております。 

 若干長くなりましたが、私からの報告は以上でございます。 

 

（森田主任企画員） 

 冒頭にも申し上げましたとおり、さまざまな説明にかかわる質問等につきましては、時

間の関係もございますので、この後で開催される推進委員会の中で、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、各委員の皆さま、この後西庁舎のほうへ移動していただきますので、会場の

ご案内をいたします。 

お手もとにはそれぞれの開場までの経路をお示しした資料をお配りしてしております

けれども、第 1通学区につきましては西庁舎の 4階 401 号会議室、第 2は西庁舎 4階 402

号会議室、第3通学区につきましては西庁舎3階 301号会議室、第4通学区につきまして

は、西庁舎1階 111号会議室へそれぞれ移動をお願いいたします。 

 ただ今は、1時 54分でございますので、午後2時 5分からからそれぞれの推進委員会を

開催したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

これを持ちまして、高等学校改革プラン全体説明会を終了いたします。 

 委員の皆さま、お手元の資料をお持ちになり、各推進委員会会場へ移動をお願いいたし

ます。 


